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〇
内
閣
府
令
第
四
十
四
号

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
及
び
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年

政
令
第
二
百
十
三
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
規
則
及
び
内
閣
府
関
係
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施

行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
規
則
及
び
内
閣
府
関
係
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府

令

第
一
条

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
令
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「

対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対

象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は

、
こ
れ
を
加
え
る
。改

正

後

改

正

前

別
表
第
一
（
第
五
十
条
、
第
五
十
二
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
五
十
条
、
第
五
十
二
条
関
係
）

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

教
育
・
保
育
等
の
内
容
に
関
す
る
事
項

四

教
育
・
保
育
等
の
内
容
に
関
す
る
事
項

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］
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ハ

異
な
る
年
齢
の
乳
幼
児
を
集
団
で
保
育
す
る
場
合
に
お
け
る
個
々
の

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

乳
幼
児
の
発
育
及
び
発
達
の
過
程
等
に
応
じ
た
適
切
な
支
援
及
び
満
三

歳
以
上
の
幼
児
を
保
育
す
る
場
合
に
お
け
る
集
団
保
育
の
提
供
の
た
め

の
配
慮
等
（
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号

）
第
十
二
条
の
四
に
規
定
す
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
小
規
模
保
育
事
業

と
し
て
行
わ
れ
る
保
育
を
行
う
事
業
者
に
限
る
。
）

二

当
該
報
告
に
係
る
教
育
・
保
育
の
提
供
に
係
る
居
室
面
積
、
園
舎
面

ハ

［
同
上
］

積
、
園
庭
の
面
積
等
（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、

職
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
・
文

部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
同

令
の
規
定
を
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
を
含

む
。
）

ホ

施
設
等
の
利
用
手
続
、
選
考
基
準
そ
の
他
の
利
用
に
関
す
る
事
項

ニ

［
同
上
］

ヘ

利
用
者
等
（
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら

ホ

［
同
上
］

の
苦
情
に
対
応
す
る
窓
口
等
の
状
況

ト

当
該
報
告
に
係
る
教
育
・
保
育
の
提
供
に
よ
り
賠
償
す
べ
き
事
故
が

ヘ

［
同
上
］

発
生
し
た
と
き
の
対
応
に
関
す
る
事
項

チ

施
設
等
の
教
育
・
保
育
の
提
供
内
容
に
関
す
る
特
色
等

ト

［
同
上
］

リ

そ
の
他
都
道
府
県
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項

チ

［
同
上
］

［
五
・
六

略
］

［
五
・
六

同
上
］

備
考

表
中
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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第
二
条

内
閣
府
関
係
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七
年
内
閣
府
令
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破

線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
第
二
十
四
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
第
二
十
四
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

適
用
す
る
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
内
閣
府
令
で
定
め

す
る
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
二
項
の

る
方
法
）

内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
又
は
公
報
へ
の
掲
載

第
一
条

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
四
条

と
す
る
。

の
四
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（

平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
二
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は

、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
又
は
公
報
へ
の
掲
載
と
す
る
。

（
国
家
戦
略
特
別
区
域
小
規
模
保
育
事
業
に
係
る
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及

び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
及
び
子
ど
も
・
子
育
て
支

援
法
施
行
規
則
の
読
替
え
）

第
二
条

法
第
十
二
条
の
四
第
一
項
の
場
合
に
お
け
る
特
定
教
育
・
保
育
施
設

［
条
を
加
え
る
。
］

及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
六
年
内
閣

府
令
第
三
十
九
号
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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第
二
条
第
二
十
二
号

特
定
利
用
地
域
型
保
育

特
定
利
用
地
域
型
保

を

育
（
特
定
満
三
歳
以

上
保
育
認
定
地
域
型

保
育
（
国
家
戦
略
特

別
区
域
法
（
平
成
二

十
五
年
法
律
第
百
七

号
。
以
下
「
特
区
法

」
と
い
う
。
）
第
十

二
条
の
四
第
四
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
す
る
法
第

二
十
九
条
第
一
項
に

規
定
す
る
特
定
満
三

歳
以
上
保
育
認
定
地

域
型
保
育
を
い
う
。

）
を
除
く
。
）
を

第
三
十
七
条
第
二
項

（
事
業
所
内
保
育
事
業

（
特
区
法
第
十
二
条

を
行
う
事
業
所
に
あ
っ

の
四
第
一
項
に
規
定

て
は
、

す
る
国
家
戦
略
特
別

区
域
小
規
模
保
育
事

業
を
行
う
地
域
型
保

育
事
業
所
に
あ
っ
て

は
法
第
十
九
条
第
一

項
第
二
号
に
掲
げ
る
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小
学
校
就
学
前
子
ど

も
に
係
る
利
用
定
員

及
び
同
項
第
三
号
に

掲
げ
る
小
学
校
就
学

前
子
ど
も
に
係
る
利

用
定
員
と
し
、
事
業

所
内
保
育
事
業
を
行

う
事
業
所
に
あ
っ
て

は

、
満
一
歳

定
め
る
も
の
と
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
号
に
掲
げ
る

小
学
校
就
学
前
子
ど

も
に
係
る
利
用
定
員

に
つ
い
て
は
、
満
一

歳

第
三
十
九
条
第
二
項

総
数
が

総
数
（
特
区
法
第
十

二
条
の
四
第
四
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
す
る
法
第

二
十
九
条
第
一
項
に

規
定
す
る
国
家
戦
略

特
別
区
域
特
定
小
規

模
保
育
事
業
者
（
以
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下
「
国
家
戦
略
特
別

区
域
特
定
小
規
模
保

育
事
業
者
」
と
い
う

。
）
に
あ
っ
て
は
、

法
第
十
九
条
第
一
項

第
二
号
及
び
第
三
号

に
掲
げ
る
小
学
校
就

学
前
子
ど
も
の
区
分

ご
と
の
当
該
国
家
戦

略
特
別
区
域
特
定
小

規
模
保
育
事
業
者
に

係
る
特
定
地
域
型
保

育
事
業
所
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
国

家
戦
略
特
別
区
域
特

定
小
規
模
保
育
事
業

所
」
と
い
う
。
）
に

お
け
る
利
用
の
申
込

み
に
係
る
支
給
認
定

子
ど
も
及
び
当
該
国

家
戦
略
特
別
区
域
特

定
小
規
模
保
育
事
業

所
を
現
に
利
用
し
て

い
る
支
給
認
定
子
ど
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も
の
総
数
）
が

総
数
を

総
数
（
国
家
戦
略
特

別
区
域
特
定
小
規
模

保
育
事
業
者
に
あ
っ

て
は
、
当
該
区
分
に

応
ず
る
当
該
国
家
戦

略
特
別
区
域
特
定
小

規
模
保
育
事
業
所
の

法
第
二
十
九
条
第
一

項
の
確
認
に
お
い
て

定
め
ら
れ
た
利
用
定

員
の
総
数
）
を

第
四
十
条
第
一
項

法
第
五
十
四
条
第
一
項

特
区
法
第
十
二
条
の

四
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
て
適

用
す
る
法
第
五
十
四

条
第
一
項

第
四
十
条
第
二
項

支
給
認
定
子
ど
も

支
給
認
定
子
ど
も
（

国
家
戦
略
特
別
区
域

特
定
小
規
模
保
育
事

業
者
に
係
る
特
定
地

域
型
保
育
事
業
を
利

用
し
よ
う
と
す
る
満

三
歳
以
上
保
育
認
定
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子
ど
も
（
特
区
法
第

十
二
条
の
四
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
す
る
法

第
二
十
九
条
第
一
項

に
規
定
す
る
満
三
歳

以
上
保
育
認
定
子
ど

も
を
い
う
。
）
を
含

む
。
）

第
四
十
二
条
第
一
項

事
項

事
項
（
国
家
戦
略
特

別
区
域
特
定
小
規
模

保
育
事
業
者
が
満
三

歳
以
上
の
各
年
齢
の

定
員
を
設
定
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
第

一
号
及
び
第
二
号
に

掲
げ
る
事
項
）

第
四
十
二
条
第
四
項

特
定
地
域
型
保
育
事
業

特
定
地
域
型
保
育
事

者

業
者
（
満
三
歳
以
上

の
各
年
齢
の
定
員
を

設
定
す
る
国
家
戦
略

特
別
区
域
特
定
小
規

模
保
育
事
業
者
を
除

く
。
）
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第
五
十
一
条
第
二
項

場
合
に
あ
っ
て
は
当
該

場
合
又
は
特
定
満
三

特
定
利
用
地
域
型
保
育

歳
以
上
保
育
認
定
地

域
型
保
育
を
提
供
す

る
場
合
に
あ
っ
て
は

、
当
該
特
定
利
用
地

域
型
保
育
又
は
当
該

特
定
満
三
歳
以
上
保

育
認
定
地
域
型
保
育

第
三
十
七
条
第
二
項

内
閣
府
関
係
国
家
戦

略
特
別
区
域
法
施
行

規
則
（
平
成
二
十
七

年
内
閣
府
令
第
四
十

九
号
）
第
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
す
る

第
三
十
七
条
第
二
項

第
五
十
二
条
第
二
項

支
給
認
定
子
ど
も

支
給
認
定
子
ど
も
（

特
定
満
三
歳
以
上
保

育
認
定
地
域
型
保
育

を
提
供
す
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
当
該
特

定
満
三
歳
以
上
保
育

認
定
地
域
型
保
育
の

対
象
と
な
る
同
号
に
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掲
げ
る
小
学
校
就
学

前
子
ど
も
に
該
当
す

る
支
給
認
定
子
ど
も

を
含
む
。
）

第
三
十
七
条
第
二
項

内
閣
府
関
係
国
家
戦

略
特
別
区
域
法
施
行

規
則
第
二
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
す
る
第

三
十
七
条
第
二
項

２

法
第
十
二
条
の
四
第
一
項
の
場
合
に
お
け
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施

行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
令
第
四
十
四
号
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
六
条

法
第
二
十
九
条
第
二
項

国
家
戦
略
特
別
区
域

の
規
定
に
基
づ
き
、
満

法
（
平
成
二
十
五
年

三
歳
未
満
保
育
認
定
地

法
律
第
百
七
号
。
以

域
型
保
育

下
「
特
区
法
」
と
い

う
。
）
第
十
二
条
の

四
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
て
適

用
す
る
法
第
二
十
九

条
第
二
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
満
三
歳
未
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満
保
育
認
定
地
域
型

保
育
又
は
特
区
法
第

十
二
条
の
四
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
す
る
法

第
二
十
九
条
第
一
項

に
規
定
す
る
特
定
満

三
歳
以
上
保
育
認
定

地
域
型
保
育

第
三
十
九
条

法
第
四
十
三
条
第
一
項

特
区
法
第
十
二
条
の

四
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
て
適

用
す
る
法
第
四
十
三

条
第
一
項

第
三
十
九
条
第
七
号

小
学
校
就
学
前
子
ど
も

小
学
校
就
学
前
子
ど

の
数

も
の
数
（
特
区
法
第

十
二
条
の
四
第
一
項

に
規
定
す
る
国
家
戦

略
特
別
区
域
小
規
模

保
育
事
業
（
以
下
「

国
家
戦
略
特
別
区
域

小
規
模
保
育
事
業
」

と
い
う
。
）
を
行
う

地
域
型
保
育
事
業
所
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に
あ
っ
て
は
、
法
第

十
九
条
第
一
項
第
二

号
及
び
第
三
号
に
掲

げ
る
小
学
校
就
学
前

子
ど
も
の
区
分
（
同

号
に
掲
げ
る
小
学
校

就
学
前
子
ど
も
の
区

分
に
あ
っ
て
は
、
満

一
歳
に
満
た
な
い
小

学
校
就
学
前
子
ど
も

及
び
満
一
歳
以
上
の

小
学
校
就
学
前
子
ど

も
の
区
分
）
ご
と
の

利
用
す
る
小
学
校
就

学
前
子
ど
も
の
数
）

第
三
十
九
条
第
十
三

法
第
四
十
五
条
第
二
項

特
区
法
第
十
二
条
の

号

の
規
定
に
よ
り
満
三
歳

四
第
四
項
の
規
定
に

未
満
保
育
認
定
子
ど
も

よ
り
読
み
替
え
て
適

用
す
る
法
第
四
十
五

条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
満
三
歳
未
満
保

育
認
定
子
ど
も
及
び

満
三
歳
以
上
保
育
認

定
子
ど
も
（
特
区
法
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第
十
二
条
の
四
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
す
る

法
第
二
十
九
条
第
一

項
に
規
定
す
る
満
三

歳
以
上
保
育
認
定
子

ど
も
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）

第
四
十
条
第
四
号

小
学
校
就
学
前
子
ど
も

小
学
校
就
学
前
子
ど

の
数

も
の
数
（
国
家
戦
略

特
別
区
域
小
規
模
保

育
事
業
を
行
う
地
域

型
保
育
事
業
所
に
あ

っ
て
は
、
法
第
十
九

条
第
一
項
第
二
号
及

び
第
三
号
に
掲
げ
る

小
学
校
就
学
前
子
ど

も
の
区
分
（
同
号
に

掲
げ
る
小
学
校
就
学

前
子
ど
も
の
区
分
に

あ
っ
て
は
、
満
一
歳

に
満
た
な
い
小
学
校

就
学
前
子
ど
も
及
び

満
一
歳
以
上
の
小
学
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校
就
学
前
子
ど
も
の

区
分
）
ご
と
の
利
用

す
る
小
学
校
就
学
前

子
ど
も
の
数
）

第
四
十
一
条
第
三
項

区
分
」

区
分
（
国
家
戦
略
特

別
区
域
小
規
模
保
育

事
業
を
行
う
地
域
型

保
育
事
業
所
に
あ
っ

て
は
、
法
第
十
九
条

第
一
項
第
二
号
及
び

第
三
号
に
掲
げ
る
小

学
校
就
学
前
子
ど
も

の
区
分
（
同
号
に
掲

げ
る
小
学
校
就
学
前

子
ど
も
の
区
分
に
あ

っ
て
は
、
満
一
歳
に

満
た
な
い
小
学
校
就

学
前
子
ど
も
及
び
満

一
歳
以
上
の
小
学
校

就
学
前
子
ど
も
の
区

分
）
」

第
五
十
七
条
第
二
項

満
三
歳
以
上
保
育
認
定

満
三
歳
以
上
保
育
認

第
一
号

子
ど
も
（
令
第
四
条
第

定
子
ど
も

二
項
に
規
定
す
る
満
三
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歳
以
上
保
育
認
定
子
ど

も
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）

備
考

表
中
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
府
令
は
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
及
び
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
九

年
九
月
二
十
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


